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教育講演 

2. 山口大学大学院修士課程における

臨床検査技師の特色ある教育
－臨床培養士養成課程の開設－ 

野 島 順 三*
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は じ め に 

 山口大学大学院医学系研究科・保健学専攻博士

前期(修士)課程では、全国に先駆けて、平成 27

年度より「再生医療・細胞療法を担う高度な医療

専門職の育成コース：臨床培養士養成課程」を開

設しました。この臨床培養士養成課程は、臨床検

査技師の国家資格を取得した大学院生を対象に、

教育機関である大学院医学系研究科・生体情報検

査学領域と、再生医療・細胞療法を実践する臨床

現場である山口大学病院、さらには最先端の研究

機関である公益財団法人・先端医療振興財団・細

胞療法研究開発センターの 3 機関が連携して、日

本再生医療学会の認定制度を踏まえた教育プログ

ラムを構築し、次世代の医療技術として期待され

る再生医療・細胞療法を担う高度な医療専門職業

人の育成を目指しています。

 本稿では、大学院医学系研究科保健学専攻が抱

える課題を幾つか挙げさせて頂き、現状を改善さ

せるために山口大学が取り組んでいる再生医療・

細胞療法を担う高度な医療専門職の育成プロジェ

クトの概要と期待される波及効果、さらにはプロ

ジェクトの将来展望について述べさせて頂きます。 

I．臨床検査技師の教育の移り変わりと大学院 

   医学系研究科保健学専攻が抱える課題 

 近年、国立大学医学部保健学科では大学院の開

設が進み、これまでの Medical Technician を養成

する教育から、高度な専門知識と技術を兼ね備え

た Medical Technologist の育成、さらには優れた研

究・開発能力を持つ Medical Scientist の育成に教

育の重点が移行している(図 1)。しかし、保健学

専攻大学院は、臨床検査技師教育の観点から大き

な課題に直面している。まず、修士課程を修了し

た臨床検査技師が病院などの医療機関に就職する

ケースが少ないことである。後期(博士)課程まで

修了し、博士の学位(Ph.D.)を取得した者が研究・

教育職を目指すことに異論はないが、前期(修士)

課程を修了した学生には、大学病院や国公私立の

基幹病院で Medical Technologist として活躍し、臨

床検査技師の社会的地位の向上に貢献して貰いた

いと切望している。もう 1 つの課題は、保健学科

を卒業した学生の何割かは保健学専攻の大学院に

進まず、より研究活動に没頭できる医学科の基礎

講座に進学し、医学博士の取得を目指すことであ

る。勿論、学生の選択肢として認められたシステ
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図1 臨床検査技師の教育と階層 

 

ムなので異論はないが、医学科の大学院を修了し

た学生が臨床検査技師として医療機関に勤務する

ケースは極めて稀である。これらの現状を生む大

きな原因の 1 つは、保健学専攻の大学院にこれと

いった特色がなく、臨床検査技師の免許に加えて

得られる独自のスキルがないためと考えられる。 

 このような現状を改善するためには、保健学科

の学部を卒業し臨床検査技師の国家資格を取得し

た学生や、すでに臨床検査の現場で実践経験を積

みながら更なるスキルアップを求める臨床検査技

師が、入学を希望する魅力ある大学院博士前期(修

士)課程の構築が必要である。すなわち、前期(修

士)課程を修了した臨床検査技師に対し、学位にプ

ラス  の付加価値を与え、医療現場での新たな活

躍の場を創出することが重要と考える。そこで、

今回我々が着目したのが、次世代の医療技術とし

て期待されている再生医療・細胞療法領域への臨

床検査技師の本格的な参画である。 

II．再生医療の動向と山口大学の 

  プロジェクトの関連 

 再生医療・細胞療法とは、機能障害や機能不全

に陥った生体組織や臓器に対して、再生能力をも

った細胞を体外で増殖分化させ、その細胞や組織

を移植して機能の再生をはかる近未来的医療技術

である。この再生医療・細胞療法を推進していく

ためには、高品質の培養細胞製剤を安全かつ安定

的に供給できることが重要となる。我々は、再生

医療・細胞療法の推進には、細胞の培養や品質管

理に関する専門の知識と高度な技術を修得した専

任の医療技術職の育成が必須であることを提案し

てきた。 

 我が国の施策としても、総合科学技術会議で策

定された平成 24 年度科学技術重要施策アクショ

ンプランの重点的取り組みで「再生医療研究開発」

「医薬品・医療機器・再生医療等の新たな医療技

術開発を促進するためのレギュラトリーサイエン

スの推進」が掲げられており、再生医療・細胞療

法の推進かつそれを担う人材育成が重要視されて

いる。加えて国会では、迅速で安全な研究開発や

普及は「国の債務」とした再生医療推進法が可決

され、研究への助成や事業参入の促進、臨床研究

や治験を円滑に進める環境整備に加えて、再生医

療における人材育成の必要性が定義されてきた

(図 2)。 

 時を同じくして、日本再生医療学会においても

YOKOHAMA 宣言として、今後の再生医療の実現

のための取り組み事項として「臨床研究・治験用

試験物製造・調製にふさわしい細胞調製施設なら

びに細胞調製認定技術士の認定制度と、技術士教

育システムの構築」が挙げられ、その必要性およ

び緊急性の認識が強くなってきた。そして、平成 
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図2 国・学会・企業における再生医療の動向と山口大学のプロジェクトの関連 

 
26 年から日本再生医療学会では、細胞・組織の知

識および培養技術の取得、倫理や安全性の認識、

さらには法律・規制の理解など、専門知識と高度

な技術を修得した専任の技術者「臨床培養士」と

いう新たな医療専門技術職の認定制度を開始した

(図 2)。 

 また、再生医療推進法により、企業でも細胞・

組織の培養・加工の実施が可能となり、関連する

企業は再生医療の将来市場の拡大に大きな期待を

寄せている。 

 このような国・学会・企業における再生医療の

動向を踏まえて、山口大学では「次世代の医療技

術として期待される再生医療・細胞療法を担う高

度な医療専門職業人の育成プロジェクト」を文部

科学省特別経費「高度な専門職業人の養成や専門

教育機能の充実」に申請させて頂き、平成 26-28

年度の事業計画として採択いただいた。 

 図 3 に、3 年間の事業計画を示した。教育プロ

グラムの構築として、平成 26 年から 27 年度にか

けて、公益財団法人・先端医療振興財団と連携し

て、日本再生医療学会の臨床培養士認定制度を踏

まえた教育カリキュラムを作成した(図 4)。その

カリキュラムに沿った形で、講義・実習に使用す

る教材を先端医療振興財団と共同で開発した。ま

た、臨床培養士養成コースの実習・演習を担当す

る教員を対象に、専門技術習得トレーニングを先

端医療振興財団・細胞療法研究開発センターにて

実施いただいた。 

 教育用施設の整備として、保健学研究棟内施設

に基本的な細胞培養実習および培養細胞評価実習

を実施するための設備を整備した。さらに、山口

大学病院関連施設に、Quality Control Room(QCR)

と Cell Processing Center(CPC)を想定した最先端

のシステムを導入し、実際の臨床現場で細胞治療

に従事している医系教官による演習で、実臨床に

沿った知識・技術の習得が期待される。 
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図3 再生医療・細胞療法を担う高度な医療専門職業人の育成プランの事業計画 

 

 
図4 臨床培養士養成課程教育カリキュラム 
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III．臨床培養士養成課程の概要 

 平成 26 年 4 月から 1 年間の準備期間を経て、平

成 27 年 4 月より山口大学大学院医学系研究科・保

健学専攻博士前期(修士)課程では、実践参加型の

教育プログラムによる臨床培養士養成コースを設

置した。本コースの対象者は，臨床検査技師の国

家資格を取得した者で，保健学専攻博士前期課程

の入学者選抜試験に合格した大学院生である。臨

床検査技師は、医学・医療の知識に精通し、機器・

器具類の取り扱いにも習熟している。さらに、細

胞培養・治療に関連する各種検査およびシステム

開発にも取り組むことが可能で、再生医療・細胞

療法を担う臨床培養士として最も適任であると考

えた。 

 図 5 に「再生医療および細胞療法を担う高度な

医療専門職業人の育成コース：臨床培養士養成課

程」の概要を示す。一年次は保健学科研究棟の実

習施設にて、再生医療・細胞療法に関わる基礎知

識・技術を修得させる。基本的な細胞培養技術の

習得に加え，培養細胞の品質管理 Quality Control

に関する実習を中心に就学させ，一年次終了時に

細胞品質管理試験を実施し合格者のみ二年次へ進

級させる。二年次は、山口大学病院関連施設(Cell 

Processing Center : CPC)にて、実践参加型教育プ

ログラムにより、より高度な専門知識と技術を修

得させる。2 年間の課程修了時に最終試験を実施

し，合格者には「臨床培養士養成課程修了証書」

が授与され，日本再生医療学会の臨床培養士認定

試験の受験資格が与えられる。現在、山口大学と

日本再生医療学会とで、医療技術者認定制度の創

設を連携して推進していく方向で話し合いを進め

ている。 

 

 

 

図5 ｢再生医療および細胞療法を担う高度な医療専門職業人の育成コース： 

臨床培養士養成課程」の概要 
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IV．プロジェクトの波及効果 

 「再生医療・細胞療法を担う高度な医療専門職

の育成コース：臨床培養士養成課程」の波及効果

として、次の 3 つを期待している。第一に、本課

程を修了し、日本再生医療学会が認定する臨床培

養士のライセンスを取得した臨床検査技師を全国

の関連施設に輩出することにより、高品質で安全

な再生医療・細胞療法の普及・発展に貢献できる

と考える。第二に、先進医療分野における臨床検

査技師の新しい活躍の場を拡げると共に、社会的

地位の向上にも繋がることが期待できる。そして

第三に、本プロジェクトで開発した教育プログラ

ムや教材等を他の教育機関に提供することにより、

我が国における人材育成の拡充に寄与したいと希

望している。 

V．プロジェクトの将来展望 

 山口大学が全国に先駆けて開設した「再生医

療・細胞療法コース：臨床培養士養成課程」をさ

らに発展させ、山口大学病院で実施されている培

養ヒト骨髄細胞を用いた低侵襲肝臓再生療法(再

生医療実現化ハイウエイ)等のプロジェクトを基

盤にした実践型教育・研究プログラムを博士後期

課程として実施し、再生医療・細胞療法の研究シ

ーズや新たな医療技術の開発を担う Medical Sci-

entist(医科学者)の育成拠点を形成する計画を現

在進めている。そして、再生医療領域の研究・開

発能力に卓越した医科学者を育成し、全国の関連

施設に人材を輩出することにより、高品質で安全

な再生医療・細胞療法の普及に寄与すると共に、

再生医療・細胞療法領域の研究シーズや新たな医

療技術の開発に貢献できると考える。さらには、

本事業を含めた一連の人材育成プラン : ① 博士

前期課程における「再生医療・細胞療法を担う高

度な医療専門職の育成コース : 臨床培養士養成

課程」、② 博士後期課程における「再生医療・細

胞療法の研究シーズや新たな医療技術の開発を担

う医科学者の育成プラン」の know-how を他の教

育機関に波及させることにより、我が国における

臨床検査技師の実践的人材育成拠点を形成したい

と考えている(図 6)。 

 

 

図6 山口大学大学院医学系研究科・保健学専攻における臨床検査技師の特色ある教育 
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お わ り に 

 今後、大学院課程における臨床検査技師の教育

は、日本の医療にとっても、臨床検査技師という

職種にとっても極めて重要となってくる。高度な

知識と技術を修得した臨床検査技師は、治療以外

の業務を分担できる最も医師に近い医療専門職と

して、その存在意義をしっかりと示すことができ

ると確信している。そして、保健学博士を取得し、

Medical Scientist(医科学者)として医療の中心で

活躍した臨床検査技師が、その経験を基に、教育

者として次の世代の臨床検査技師教育に携わって

くれることを心から願っている。 
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